（令和４年４月８日）
寝屋川市農業委員会議事録
寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録
１　開催日時　　令和４年４月８日（金）午後１時15分から午後２時30分
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟５階　第二委員会室
３　出席委員（15名）　※番号は席番号（８番、16番は欠番）
１番　奥野　清一　　　　　　　　　　　　　２番　溝口　透（農政企画委員長）
３番　冨田　順治　　　　　　　　　　　　　４番　中東　敬夫
５番　北野　紀美子　　　　　　　　　　　　６番　田伏　隆雄（農地調整委員長）
７番　奥野　隆雄（会長）　　　　　　　　　９番　木邨　公重
10番　西尾　晴雄　　　　　　　　　　　　 11番　中橋　弘
12番　小野　信次　　　　　　　　　　　　 13番　川口　茂明
14番　北川　康裕　　　　　　　　　　　　 15番　金谷　伸太郎
17番　南　昌男（会長職務代理者）
４　欠席委員（０名）
５　遅刻委員（０名）
　　
６　議事日程
　　第１ 報告第１号 農地法第18条第６項による合意解約の通知について
第２ 報告第２号 農地法第４条第１項第８号による転用届出に係る専決報告について
第３ 報告第３号 農地法第５条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について
第４ 報告第４号 租税特別措置法第70条の６第１項による適格者証明について
第５ 報告第５号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について
第６ 報告第６号 使用目的変更承認願に係る専決報告について
第７ 報告第７号 特定農地貸付の廃止申出について
７　農業委員会事務局職員

　  事務局長　猪俣　由紀子　　　　　　　　　　職員　　　阪本　一彦
職員　　　田中　直樹
８　議長　会長　奥野　隆雄
９　会議の概要
（　午後１時15分　開会　）
　事務局長　　　　定刻前ですが、皆さんおそろいでございますので、議事に入ります前に寝川市の令和４年４月１日付け定期人事異動による農業委員会事務局職員の異動はございませんでしたことをご報告させていただきます。
議長(奥野会長)　　よろしくお願いします。
それでは、４月の農業委員会総会を始めさせていただきたいと思います。
寝屋川市農業委員会会議規則により会長が総会の議長を務めることになっ　ておりますので、議事を進行させていただきます。
議事に入らせていただきます。
報告第１号 農地法第18条第６項による合意解約の通知について、事務局　　説明願います。
　事務局　　　　　報告第１号 農地法第18条第６項による合意解約の通知について、ご説明申し上げます。
（報告第１号　件番１朗読）

件番１につきましては、場所は国道170号線東側高宮地区の農地でございます。
件番１は令和４年３月10日に受付を行い、３月24日に地区担当委員と現
地確認をし、会長専決により受理通知書を発行いたしました。
現況は画面のとおりとなっております。
本件については、これまで1,249㎡ある農地を４分割して４人の賃借人が農地を借り耕作をされてきました。
借受人から、農地所有者に耕作を続けることが難しくなったと相談があり、農地の賃貸借の合意解約に至ったものです。
解約後については、これまでこの農地を借りておられる４人のうち、Ｋ氏という方が代わりに耕作をされる予定です。つまり、今まで一つの農地を４人で借受し耕作されていましたが、これからは３人で耕作をされる予定です。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について、地区担当委員、何かご意見等ございますか。
　委員　　　　　　事務局から説明があったとおりでございまして、特に問題はございません。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員から説明がありましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に報告第２号 農地法第４条第１項第８号による転用届出に係る専決報告について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　報告第２号 農地法第４条第１項第８号による転用届出に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
（報告第２号　件番１朗読）

件番１につきまして、場所は香里園駅から南東の郡元町の村中に入ったところでございます。
本件は３月１日に受付を行い、３月９日に地区担当委員と現地確認し、３月15日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおりでございます。
本件は転用漏れ案件でございます。経過といたしまして、数十年前から宅地として利用されておられましたが、農地法の届出を失念しておられたとのことから始末書を徴求しております。
次に件番２及び３については、隣接する農地の案件でございますので、一括してご説明させていただきます。
（報告第２号　件番２及び３朗読）
場所は一級河川たち川と第二京阪道路が交差するところにございます寝屋神社の北東側の農地でございます。
本件は３月11日に受付を行い、地区担当委員と３月14日に現地確認をし、３月28日に会長専決により届出を受理したものでございます。　
現況は写真のとおり竹林でございます。
転用後は資材置場として建築用の足場、砕石、コンクリートブロックを置く予定です。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について、地区担当委員からご説明をお願いします。
地区担当委員　　　数十年前から一戸建て住宅にされていたようですが、建替えするにあたり転用届が出されていないことが分かったようです。
　議長　　　　　　ただいま、 地区担当委員からご説明がございましたが、この周辺は随分以前から農地は無かったと記憶しております。
何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に件番２及び３について、地区担当委員
からご説明をお願いします。
地区担当委員　　　現地の場所は位置図を見ていただいたとおりですが、転用目的として露天資材置場になっています。
ご存じのとおり、交野市の星田駅北地区と星田北地区で大規模な土地区画
整理事業が進んでおりますが、これまで事業地内のあった資材置場等は立ち
退きを強いられ、皆さん新たに資材置場等を探しておられます。
　　　　　　　　　そういったことから、今回の農地転用の届出はその中の一つかと思ってお
ります。
　　　　　　　　　現地写真を見ていただいたら分かるとおり、竹林と一部で季節野菜の作付
けが行われています。
　　　　　　　　　 資材置場にされることによって、周辺農地へ汚れた水が流れ込むといった
ことは無さそうですので、問題ないかと思われます。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ござ
いますか。
（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、次に報告第３号 農地法第５条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　報告第３号 農地法第５条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
（報告第３号　件番１朗読）
件番１について、池田地区にある大学の北東側、太間地区の淀川河川敷の
すぐ南側の農地でございます。
本件は３月７日に受付を行い、地区担当委員にご連絡をし、３月16日に現地確認し、３月22日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は画面の通りでございます。
本件の転用目的は一戸建住宅への転用です。届出に際して、小規模開発事業協議申請書も提出されていることから、雨水排水等は適切に処理されるものと考えます。
本件については、届出のあった時点ですでに着工されていたことから、始末書を提出させております。
農地所有者の父親が息子の家を建てるため、農地を使用貸借（無償）により貸すというものです。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について、地区担当委員からご説明をお願いします。
地区担当委員　　　事務局から説明があったとおりでございまして、補足説明することはございません。
　議長　　　　　　ただいま、 ご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。 
（「なし」の声あり）
　　　　　　　　　ご質問等がないようでございますので、次に報告第４号 租税特別措置法第70条の６第１項による適格者証明について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　報告第４号 租税特別措置法第70条の６第１項による適格者証明についてご説明申し上げます。
まず始めに、農地の相続税の納税猶予制度について、ご説明させていただきます。
農地の所有者が亡くなられ、農地を相続した者には相続税が発生しますが、農地には相続税の納税猶予制度という特例がございます。
これは、農地を相続された者が引き継いで自身が亡くなるまで耕作をすること。あるいは、貸農園の運営等を含めた農業経営を行うことで、農地部分の相続税が免除ではなく猶予されます。亡くなった時点で相続税が免除となります。
また、特例の対象農地は、本市のように市街化区域と市街化調整区域の線引きがされている市町村の農地については、市街化区域内の生産緑地の指定を受けている農地または市街化調整区域内の農地に限り、特例の適用を受けることができます。
相続税の納税猶予制度の適用を受けるには、相続人が亡くなった被相続人に代わり農業経営を行うことができる適格者であるという農業委員会の証明書が必要となります。
（報告第４号　件番１朗読）
件番１につきまして、特例の適用を受ける農地の場所は、仁和寺地区にございます葬儀場から少し北側に向かったところでございます。
３筆のうち１筆については、農業倉庫がございましたので、今回適用を受けるのは、倉庫面積の53㎡を除いた951㎡が特例適用農地の対象となります。
また、農業用倉庫については、これまで届出がされておりませんでしたので、届出をするよう依頼しているところです。
本件は３月１日に証明願があり、３月１日に地区担当委員と現地調査を行い、現況は写真のとおり耕作されていることを確認いたしました。
（報告第４号　件番２朗読）
件番２については、特例の適用を受ける農地の場所は、寝屋川市駅を東へ向かうと桜木町に大阪府のポンプ場がございます。そこから北側へ導水路を石津方面へ上っていき、国道１号線の南側の農地でございます。
この農地については先ほどと同様に農業用倉庫がございましたので、今回適用を受けるのは、倉庫面積の17.85㎡を除いた1,623.15㎡が特例適用農地の対象となります。
本件も件番１と同様に農業用倉庫の届出がされておりませんでしたので、届出をするよう依頼しているところです。
本件は３月22日に証明願があり、事前に地区担当委員と現地調査を行い、現況は写真のとおり耕作されていることを確認いたしました。
３月25日に会長専決により適格者証明書を発行したものでございます。
　議長　　　　　 ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について、地区担当委員
からご説明をお願いします。
　　地区担当委員　　 ３月１日に事務局と現地確認をさせていただき、すでに相続された方が水稲の作付けをされ、田刈りまでされておられますので問題ありません。
　議長　　　　　 ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。 
（「なし」の声あり）
　
ご質問等がないようでございますので、次に件番２について、地区担当委員からご説明をお願いします。
地区担当委員　　  現地写真を見ていただいたら分かるとおり、良好に季節野菜を作付けされていましたので問題ありません。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
　
ご質問等がないようでございますので、次に報告第５号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　報告第５号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について、ご説明申し上げます。
本証明につきましては、生産緑地の主たる従事者が死亡あるいは身体の病気等の故障により耕作を継続することが不可能になり、市へ生産緑地の買取り申出を行うにあたり、当該人が農業の主たる従事者であったことを証明したものでございます。
（報告第５号　件番１朗読）
件番１につきましては、場所は木屋地区にある自動車教習所の南西側、府道13号京都守口線沿いにスーパーマーケットがございますが、その店舗の裏側付近の農地でございます。
２月15日に証明願があり、２月16日に事務局において現地確認を行い３月４日に会長専決により証明いたしました。
現況は画面のとおりです。
次に件番２及び３については、隣接した農地で関連した案件であるため、一括してご説明します。
（報告第５号　件番２及び３朗読）
件番２及び３につきましては、場所は高宮地区にございます権現堂池の南東の農地でございます。２月22日に証明願があり、同日に事務局において現地確認を行い、３月25日に会長専決により証明いたしました。
現況は画面のとおりです。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
　　　　　　　　ご質問等がないようでございます。
次に件番２及び３について何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
　　　　　　　　　ご質問等がないようでございますので、次に報告第６号 使用目的変更承認願について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　報告第６号 使用目的変更承認願について、ご説明申し上げます。
この使用目的変更承認願については、田や畑の耕作地に農業用倉庫を建築する際には承認願を提出いただいているものです。
農地法では特に農業用倉庫の建築の承認願の規定はされておらず、本市農業委員会が独自に提出を求めているものです。
（報告第６号　件番１朗読）

件番１について、場所は高宮廃寺の北側、高宮あさひ丘住宅地の南側の農地でございます。
特定生産緑地の指定を受けたいとの申出がありましたが、農業委員会へ農業倉庫建築の届出がなかったため、届出をするよう依頼したものでございます。
本件は２月２日に受付を行い、地区担当委員に連絡し、２月25日に現地調査を行い、３月１日に会長専決により承認したものでございます。
現況は写真のとおりでございます。
（報告第６号　件番２朗読）

件番２につきましては、場所は寝屋川市斎場の南側、府道枚方交野寝屋川線沿いの農地でございます。
本件は２月21日に受付を行い、２月25日に地区担当委員と現地調査を行い、３月１日に会長専決により承認したものでございます。
現況は写真のとおりでございます。
現地写真の赤線で囲っている部分に新しく農業用倉庫を新築されます。
（報告第６号　件番３朗読）

件番３につきましては、場所は緑町の大型商業施設跡地の北側の農地でございます。
本件は既存の農業用倉庫２棟のうち、１棟を取り壊し、農業用倉庫を建て替えされることから届出があったものです。
こちらの案件につきましては、地区担当委員の同居の親族の所有農地でございますので、３月30日に隣接地区を担当される地区担当委員と現地調査を行い、３月31日に会長専決により承認したものでございます。
現況は写真のとおりでございます。
（報告第６号　件番４朗読）

件番４につきましては、場所は市立第九中学校の南側の交差点を萱島駅へ向かう途中の農地でございます。
当該地において特定生産緑地の指定を受けたいとの申出がありましたが、農業委員会へ農業用倉庫建築の届出がなかったため、届出するよう依頼したものでございます。
本件は３月22日に受付を行い、３月30日に地区担当委員に随行し現地調査を行い、３月31日に会長専決により承認したものでございます。
現況は写真のとおりでございます。
（報告第６号　件番５朗読）

件番５につきましては、場所は市立保健福祉センターを北西へ進み、府道13号京都守口線を越えたところの農地でございます。
先ほどの件番３と同様に、既存の倉庫を取り壊し、農業用倉庫を建て替えされ、面積が増築されることから届出があったものです。　
本件は地区担当委員からの申請であるため、隣接地区担当委員と３月30日に現地調査を行い、３月31日に会長専決により承認したものでございます。
現況は写真のとおりでございます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１から５について、何かご質問等ございましたらご発言をいただきたいと存じます。
　委員　　　　　　件番２について現地確認をさせていただき、これから新築されるのですが、設計業者からの平面図等が出されていますので、おそらく図面のとおり建築されるはずですので問題ないと思います。
　議長　　　　　　他にご質問等がないようでございますので、次に報告第７号 特定農地貸付の廃止申出について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　報告第7号 特定農地貸付の廃止申出について、ご説明申し上げます。
　　　　　　　　　件番１及び２については、隣接した農地でございますので、一括してご説明させていただきます。
（報告第７号　件番１及び２朗読）

　　　　　　　　　件番１及び２につきましては、場所は、国道170号大阪外環状線沿いの四條畷市との市域界付近にございます市立楠根小学校の西側に隣接する農地でございます。
平成26年12月２日付で特定農地貸付法による貸農園開設を本市が承認を　したもので、これまで土地所有者から農地を借り上げ、寝屋川市農政推進協議会が貸農園の入園者の募集等の管理を行ってきましたが、土地所有者から代理人を通じて廃園に伴う特定農地貸付の廃止の申出がございました。
本年7月以降の廃園後は土地を売却し、分譲住宅を建築する予定だと聞いています。
　議長　　　　　　ただいま、事務局から説明がございましたが、廃園後は分譲住宅にされるとのことですが、開発するにあたり進入路はどこになるのですか。
　事務局　　　　　本件農地の北側がすでに住宅街になっており、住宅街の西側に公共用道路ができておりますので、そこからの進入路となります。
　議長　　　　　　他にご質問等がないようですので、本日の議事案件は以上でございます。
　　　　　　　　　次に事務局、連絡事項等ございますか。
　事務局　　　　　「農業委員会業務の手引き（令和４年４月１日作成）」修正点の説明。
　議長　　　　　　以上をもちまして、４月度の委員会総会を閉会させていただきます。
長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。

（　午後２時30分　閉会　）
